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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年９月４日（日） ０５時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市桜島港南西方沖 

桜島港西防波堤灯台から真方位２３６°６４０ｍ付近 

（概位 北緯３１°３５.４′ 東経１３０°３５.４′） 

事故調査の経過  平成２３年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート ＤＡＮＴＨＵ
ダ ン ツ

号、５トン未満 

 ２９５－２０３５８鹿児島、個人所有 

 ７.３３ｍ（Lr）×２.１１ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８.８４kＷ、昭和５７年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２３歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１９年６月２７日 

  免許証交付日 平成１９年６月２８日 

         （平成２４年６月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷及び小破口 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、平成２３年９月４

日０４時１５分ごろ鹿児島市鹿児島港谷山区を出港し、桜島港南西方沖を

約８ノットの対地速力で手動操舵により北北東進した。 

 船長は、桜島港南西方の桜島北寅埼付近を夜間に航行することは初めて

であったが、陸岸から十分に離れて航行すれば乗り揚げることはないもの

と思い、出港前に海図などで北寅埼付近の水路調査を行っていなかった。 

 本船は、陸岸から約５０ｍ離して同じ針路及び速力で航行中、０５時１

５分ごろ、突然、船体に衝撃を受け、桜島港西防波堤灯台から真方位２３

６°６４０ｍ付近の北寅埼付近の浅所に乗り揚げた。 

 本船は、船長が海上保安庁に連絡し、巡視艇にえい
．．

航されて鹿児島港谷

山区に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 低潮時 

日出時刻：０５時５４分ごろ 

 その他の事項 船長は、北寅埼付近を昼間に何回か航行していた。 

北寅埼付近は、水深２ｍ未満の浅所が陸岸から最大約８０ｍまで拡延し

ている。 
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 船長は、本事故後、海図を見て北寅埼付近に水深２ｍ未満の浅所が拡延

していることを知った。 

本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターがなかった。 

船長は、水深が表示される魚群探知機を作動させていたが、本事故当

時、魚群探知機を見ていなかった。 

北寅埼付近には、建物や照明設備がなかった。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、桜島港南西方沖を北北東進中、船長

が、出港前に海図などで北寅埼付近の水路調査を

行っていなかったことから、同埼付近の水深を知

らずに航行し、同埼付近の浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

船長は、陸岸から十分に離れて航行すれば乗り

揚げることはないものと思い、出港前に海図など

で北寅埼付近の水深を調査していなかったものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、桜島港南西方沖を北北東進中、船長が出港前

に海図などで北寅埼付近の水路調査を行っていなかったため、同埼付近の

浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・航行する海域については、海図などで水路調査を行い、水深や岩礁の

位置などを把握しておくこと。 

 




